
〔
専
決
処
分
の
承
認
〕

◎
平
成
１６
年
度
箱
根
町
一
般
会
計

補
正
予
算
（
専
決
第
２
号
）

降
雪
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
除

雪
関
係
経
費
に
規
定
予
算
を
補
正

す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、歳
入
歳

出
に
１,０００
万
円
を
追
加
し
、総
額
を
９７

億
４,９５６
万
８,０００
円
と
し
た
こ
と
に
つ
い

て
、承
認
し
ま
し
た
。（
全
員
賛
成
）

◎
平
成
１７
年
度
箱
根
町
老
人
保
健

特
別
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第

１
号
）

概
算
交
付
を
受
け
た
医
療
給
付

費
等
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
が
翌

年
度
に
精
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

平
成
１６
年
度
に
お
い
て
繰
上
充
用

す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
歳
入

歳
出
に
１,９５１
万
９,０００
円
を
追
加
し
、
総

額
を
１２
億
５,２０１
万
９,０００
円
と
し
た
こ
と

に
つ
い
て
、
承
認
し
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
箱
根
町
行
政
手
続
等
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
の
制
定
〕

町
の
機
関
に
係
る
申
請
、
届
け

出
そ
の
他
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
、
町
民
の
利
便
性
向
上
を
図
る

と
と
も
に
、
行
政
運
営
の
効
率
化

に
役
立
て
る
こ
と
を
目
的
に
、
情

報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
て
行
う

た
め
の
共
通
事
項
を
定
め
る
た
め
、

新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
可
決
し
ま
し
た
。

（
賛
成
多
数
）

〔
箱
根
町
情
報
公
開
条
例
の
一
部

改
正
〕

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
公
の
施
設
の
管
理
に
お
け
る

指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
、

民
間
事
業
者
が
指
定
管
理
者
と
し

て
公
の
施
設
の
管
理
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、

指
定
管
理
者
が
情
報
公
開
に
努
め

る
よ
う
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
決
し
ま
し

た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
箱
根
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の

一
部
改
正
〕

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
お
よ
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

が
施
行
さ
れ
、
国
の
行
政
機
関
に

お
け
る
個
人
情
報
保
護
対
策
が
充

実
・
強
化
さ
れ
た
た
め
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

可
決
し
ま
し
た
。
（
賛
成
多
数
）

〔
箱
根
町
立
郷
土
資
料
館
条
例
の

一
部
改
正
〕

郷
土
資
料
館
に
お
け
る
事
務
執

行
の
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
か

ら
、
現
行
条
例
の
字
句
を
訂
正
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

可
決
し
ま
し
た
。
（
全
員
賛
成
）

〔
箱
根
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
〕

平
成
１７
年
４
月
１
日
よ
り
、
町

税
の
徴
収
事
務
が
税
務
課
か
ら
収

納
課
へ
移
管
し
、
収
納
課
に
お
い

て
、
町
税
の
他
、
国
民
健
康
保
険

料
、
介
護
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ

と
と
し
た
た
め
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
決

し
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
箱
根
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の

一
部
改
正
〕

箱
根
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
の
適
切
な
管
理
運
営
を
図
る

た
め
、
ま
た
国
民
健
康
保
険
法
施

行
令
な
ど
が
一
部
改
正
さ
れ
た
こ

と
に
と
も
な
い
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
決

し
ま
し
た
。

（
賛
成
多
数
）

〔
箱
根
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害

補
償
条
例
の
一
部
改
正
〕

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損

害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の

一
部
改
正
に
よ
り
、
障
害
補
償
等

に
か
か
る
障
害
の
等
級
に
つ
い

て
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の

規
定
に
準
じ
て
改
正
さ
れ
た
こ
と

に
と
も
な
い
、
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
可
決
し

ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
箱
根
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係

る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
〕

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等

責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
退
職
報

償
金
支
払
額
の
引
き
上
げ
に
と
も

な
い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、可
決
し
ま
し
た
。

（
全
員
賛
成
）

〔
箱
根
町
火
災
予
防
条
例
の
一
部

改
正
〕

対
象
火
気
設
備
等
の
位
置
、
構

造
及
び
管
理
並
び
に
対
象
火
気
器

具
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省

令
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
燃
料
電

池
発
電
設
備
が
新
た
に
対
象
火
気

設
備
等
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た

こ
と
な
ど
に
と
も
な
い
、
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

可
決
し
ま
し
た
。
（
全
員
賛
成
）

専
決
処
分

条

例

平成１７年９月 （２）

平成１７年６月定例会は、６月９日から１７日までの会期で開かれ、条例の制定及び

一部改正などの審議を行いました。

審議した議案などの内容と結果は次のとおりです。

議 会 だ よ り は こ ね第１４１号


